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平成30年（2018年）

　全ての区民が気軽に健康づくりに取り組める環境が整

備され、暮らしのなかで意識せずとも健康づくりを実践

でき、こころも身体も健康に暮らし続けられるまちを目

指して、健康づくりを推進していきます。

健康づくり行動計画

【基本目標】

健康を支える社会環境を整備します

生活習慣を改善し、心身の機能を維持・

　向上させる取組を推進します

生活習慣病対策を推進します

総合的にがん対策を推進します

女性の健康づくりを支援します

健康的で豊かな食生活を実践できる

　食育を推進します

（平成30年度～34（2022）年度）






子育てファミリー世帯等への
助成制度が変わります

新宿区地図
を区内の全世帯にお届けします

健康づくり

キャラクター

「しんじゅく

健康フレンズ」
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▲女性の健康

支援センター

を拠点に健康

に関する正し

い知識を普及

桜桜がが咲咲ききままししたた！！

①高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画は地域包括ケア推進課地

域包括ケア推進係（本庁舎2階）（5273）4193・（6205）5083、②障害者

計画、第1期障害児福祉計画・第5期障害福祉計画は障害者福祉課福祉推進係

（本庁舎2階）（5273）4516・（3209）3441、③健康づくり行動計画は健

康政策課健康企画係（第2分庁舎分館1階）（5273）3024・（5273）3930へ。

国民年金 みんなの生活を
支えています

4 面

8 面

健康保険のお知らせ

子育てファミリー世帯等へ
の助成制度が変わります

認証保育所・認可外保育施
設の保育料を助成します

高高齢齢者者保保健健福福祉祉計計画画・・第第77期期介介護護保保険険事事業業計計画画

障障害害者者計計画画、、第第11期期障障害害児児福福祉祉計計画画・・
第第55期期障障害害福福祉祉計計画画

健健康康づづくくりり行行動動計計画画

●
●

●

計画名
パブリック・コメント

でのご意見（人数）

地域説明会での

ご意見（参加人数）

①高齢者保健福祉計画・

　第7期介護保険事業計画
114件（23名） 53件（125名）

②障害者計画、第1期障害児福祉

　計画・第5期障害福祉計画
247件（88名・団体含む）27件（33名）

③健康づくり行動計画 70件（8名） 25件（125名）

　各計画は、地域説明会やパブリック・コメント制度（意見公募）で、区

民の皆さんからいただいたご意見を参考に策定しました。　

　計画の全文とお寄せいただいたご意見・区の考え方は、区政情報課

（本庁舎3階）・区政情報センター（本庁舎1階）・特別出張所・区立図書館

（①～③）、各担当課、保健予防課（第2分庁舎分館1

階）（②のみ）、保健センター（③のみ）で閲覧できるほ

か、新宿区ホームページでもご覧いただけます。

【パブリック・コメント制度（意見公募）等の実施結果】

問
合
せ

　障害者計画は平成30年度から10年先を

見据え、障害者施策を計画的に推進してい

くための計画です。併せて、第1期障害児福

祉計画・第5期障害福祉計画を一体的な計画

として策定しました。

【障害者計画の基本理念】

障害者が尊厳を持って

　生活できる地域共生社会の実現

バリアフリー社会の実現

必要な時に必要な支援が

　得られる地域共生社会の実現

障障害害者者計計画画

第第55期期障障害害福福祉祉計計画画

第第11期期障障害害児児福福祉祉計計画画・・

（平成30年度～39（2027）年度）

（平成30年度～32（2020）年度）
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※2面以降では、そのほかに策定した計画を紹介しています。
高高齢齢者者保保健健福福祉祉計計画画

　「だれもが人として尊重され ともに支え合う地域社会」を

目指し、住まい・生活支援・介護予防、医療、介護が連携し、一体

的・継続的に提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向

けて、総合的に施策を推進していきます。

第7期介護保険事業計画
　3年を1期として区が定める計画で、介護サービスの整備計画や第

1号被保険者（65歳以上の方）の保険料算定の基礎となる計画です。

介護保険サービスの総給付費見込み額723億円

介護保険料基準額は月額6,200円（第6期から300円上昇）

各種の介護保険サービスの提供体制を整備

（平成30年度～32（2020）年度）

（平成30年度～32（2020）年度）

●

【基本目標】

支え合いの地域づくりをすすめます

社会参加といきがいづくりを支援します

健康づくり・介護予防をすすめます

最期まで地域の中で自分らしくくらせるよう

　在宅療養支援体制を推進します

各計画を策定しました

　「広報しんじゅく3月15日号」で水辺の桜並木のライトアップを3月28日から実施と掲載

していましたが、桜の開花が早まったため、3月22日からライトアップを実施しています。

ぜひご覧ください。

【問合せ】みどり公園課みどりの係（本庁舎7階）（5273）3924・（3209）5595へ。

33月月2222日日((木木))かからら 水水辺辺のの桜桜並並木木ののラライイトトアアッッププをを実実施施ししてていいまますす
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こんな電話は詐欺！★ 息子や孫を装い「トラブル解決にお金が必要」などと電話をかけてきた犯人に 自宅や指定の場所でお金をだまし取られる被害が多発 ★ 不審な電話は迷わず110番！

▲新宿中央公園での田植え

◆予算案12件

◎平成30年度予算

平成30年度新宿区一般会計

予算

平成30年度新宿区国民健康

保険特別会計予算

平成30年度新宿区介護保険

特別会計予算

平成30年度新宿区後期高齢

者医療特別会計予算

平成30年度新宿区一般会計

補正予算（第1号）

平成30年度新宿区一般会計

補正予算（第2号）

平成30年度新宿区国民健康

保険特別会計補正予算（第1号）

平成30年度新宿区介護保険

特別会計補正予算（第1号）

◎平成29年度補正予算

平成29年度新宿区一般会計

補正予算（第7号）

平成29年度新宿区国民健康

保険特別会計補正予算（第2号）

平成29年度新宿区介護保険

特別会計補正予算（第4号）

平成29年度新宿区後期高齢者

医療特別会計補正予算（第3号）

◆条例案34件

◎新設の条例

新宿区一般職の任期付職員

の採用に関する条例

新宿区スポーツ施設整備基

金条例

新宿区指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関す

る基準を定める条例

◎一部改正の条例

新宿区職員定数条例の一部

を改正する条例

新宿区職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例

新宿区職員の特殊勤務手当

に関する条例の一部を改正す

る条例

新宿区長等の退職手当に関す

る条例の一部を改正する条例

新宿区職員の退職手当に関す

る条例の一部を改正する条例

災害に際し応急措置の業務

等に従事した者の損害補償に

関する条例の一部を改正する

条例

新宿区空き家等の適正管理

に関する条例の一部を改正す

る条例

新宿区印鑑条例の一部を改

正する条例

新宿区住民基本台帳制度の

適正な運用に関する条例の一

部を改正する条例

新宿区一般事務手数料条例

の一部を改正する条例

新宿区立心身障害者通所訓

練施設条例の一部を改正する

条例

新宿区立障害者福祉センタ

ー条例の一部を改正する条例

新宿区立福祉作業所条例の

一部を改正する条例

新宿区立新宿生活実習所条

例の一部を改正する条例

新宿区立障害者生活支援セ

ンター条例の一部を改正する

条例

新宿区心身障害者福祉手当

条例の一部を改正する条例

新宿区介護保険条例の一部

を改正する条例

新宿区指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例

新宿区指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例

新宿区指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例

新宿区児童育成手当条例の

一部を改正する条例

新宿区ひとり親家庭等の医

療費の助成に関する条例の一

部を改正する条例

新宿区特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例

新宿区立子育て支援施設の

設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例

新宿区保健事業の利用に係

る使用料等を定める条例の一

部を改正する条例

新宿区国民健康保険条例の

一部を改正する条例

新宿区後期高齢者医療に関す

る条例の一部を改正する条例

新宿区立公園条例の一部を

改正する条例

新宿区地区計画の区域内に

おける建築物の制限に関する

条例の一部を改正する条例

新宿区立住宅管理条例の一

部を改正する条例

新宿区幼稚園教育職員の給

与に関する条例の一部を改正

する条例

◆その他4件

訴訟上の和解について

東京都後期高齢者医療広域

連合規約の一部を変更する規

約について

特別区道の路線の認定につ

いて

人権擁護委員候補者の推薦

に関する意見の聴取について

　区長が提出した議案は、全て可決、決定されました。

【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）（5273）3505・

（3209）9947へ。

平成30年第1回区議会定例会

議決結果

地域の貴重なみどりを守る

　開発等によって減少するみどりを

守ります。

新たなみどりを増やす

　公共施設や公園の緑化など、目に見

える緑を増やします。

特色のある美しいみどりをつくる

　地域に合うみどりをつくります。

みどりを活用する

　公園等を使いやすくして、多様に活

用します。

みどりの啓発としくみづくり

　みどりの普及と推進のためのしく

み等を充実します。
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　全ての男女が性別にかかわりなく個性と能力を充

分に発揮し、責任を分かち合いながらあらゆる分野

に参画できる社会の実現を目的として策定しまし

た。策定に当たっては、パブリック・コメント制度（意

見公募）や地域説明会でお寄せいただいたご意見を

参考にしました。計画の全文とお寄せいただいたご意見と区の考え方は、男女

共同参画課、区政情報課（本庁舎3階）、区政情報センター（本庁舎1階）、特別出張

所、区立図書館で閲覧できるほか、新宿区ホームページでご覧いただけます。

【問合せ】男女共同参画課（荒木町16、ウィズ新宿）（3341）0801へ。

第第三三次次男男女女共共同同参参画画推推進進計計画画をを策策定定ししままししたた

【計画ビジョン】

誰もが個人として尊重され、自分らしく豊

かに生活できるまち新宿

【計画ビジョンの実現に向けた3つの視点】

誰もが個性と能力を十分に発揮できる

まちをめざします。

多様なライフスタイルが実現し、あらゆ

る場面で男女が公平に参画できるまちを

めざします。

あらゆる暴力のない尊厳をもって暮ら

せるまちをめざします。

【5つの目標】

多様な生き方をみとめあう社

会づくり

ワーク・ライフ・バランスと働

き方改革の推進

あらゆる場面における男女共

同参画の推進

人権の尊重と配偶者等からの

暴力のない社会の実現

協働により計画を推進するた

めの体制づくり

　みどりの基本計画は、将来の区のみどりのある

べき姿とそれを実現するための施策を定めたも

のです。今回、公園の多様な活用や生物多様性

の普及などを目指して、計画を改定しました。

　改定に当たっては、パブリック・コメント制

度（意見公募）でお寄せいただいたご意見やみど

りの推進審議会での審議を参考にしました。計画の全文とお寄せいただいた

ご意見の要約と区の考え方は、みどり公園課、区政情報課（本庁舎3階）、区政情

報センター（本庁舎1階）、特別出張所、区立図書館で閲覧できるほか、新宿区ホ

ームページでご覧いただけます。

【問合せ】みどり公園課みどりの係（本庁舎7階）（5273）3924へ。

　区では、東日本大震災以降、地震災害や風

水害への対応を検討し、3度にわたり地域防

災計画を修正し、防災対策を推進してきまし

た。

　今回、首都直下地震等への備えとして、被

害を最小限に抑え、早期復興を可能とする減

災社会づくりに向けて総合的・計画的に取り

組むため、地域防災計画を修正しました。

　計画の全文は、危機管理課、区政情報センター（本庁舎1階）で閲覧できるほか、新

宿区ホームページでご覧いただけます。

【問合せ】危機管理課危機管理係（本庁舎4階）（5273）4592へ。

【修正の主な内容】

関係法令等の改正（土砂災害防止法、避難勧告等に関するガイドライン等）を反映

区事業継続計画（BCP）の改定を反映

区耐震改修促進計画の改定を反映

26年度以降の区における防災対策の取り組みを反映

各種データの時点修正等

刔 刔
地域防災計画を修正しました

▲新宿駅西口現地本部訓練

５つの基本方針
刔 刔

産業振興プランを策定しました
　産業振興の基本目標や施策の方向性を明らかにするとともに、産業施策を効果

的・効率的に実施することを目的として策定しました。策定に当たっては、パブリ

ック・コメント制度（意見公募）や説明会でお寄せいただいたご意見を参考にしま

した。計画の全文と概要版、お寄せいただいたご意見と区の考え方は、産業振興課、

区政情報課（本庁舎3階）、区政情報センター（本庁舎1階）、特別出張所、区立図書館

で閲覧できるほか、新宿区ホームページでご覧いただけます。また、計画の全文を

掲載した冊子を区政情報センターで有償頒布します。

【問合せ】産業振興課産業振興係（西新宿6―8―2、BIZ

新宿4階）（3344）0701へ。 
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【施策の方向】

価値創造に向けた積極的な事業活動の推進

経営基盤の強化支援

発展的な事業承継の促進

創業へのチャレンジ支援

ICTを活用した事業展開支援

来街者の増加を好機とした事業展開支援

商店街の魅力アップ支援

【基本目標】

革新と創造に取り組む企業の集

積と持続的に発展する産業シス

テムの形成

【基本目標の実現に向けた産業振

興の視点】

事業革新と新たな価値創造の

促進

来街者による賑わいの創出

地域に根ざす産業の振興と企

業支援

みみどどりりのの基基本本計計画画をを改改定定ししままししたた



新宿区食品衛生監視指導計画を

策定しました

区民保養施設の利用申し込み



新宿区役所本庁舎・第１分庁舎・第２分庁舎の代表電話は 03（3209）1111、新宿区ホームページは  http://www.city.shinjuku.lg.jp/ です。

区のサービス・手続き・施設のご案内は ★しんじゅくコール★

（3209）9999 　　　　　（3209）9900午前8時～午後10時（3）第 2242号　平成30年（2018年）3月25日発行

災害関連情報・区政情報を即時に発信

アカウント名／新宿区区政情報課

区公式ツイッター shinjuku_info

区公式フェイスブック shinjuku. info

新新エエネネルルギギーー・・
省省エエネネルルギギーー機機器器等等のの
導導入入費費用用をを助助成成ししまますす

新エネ・省エネ機器でCO2削減にご協力を 助成対象機器等の種類 助成金額
30年度の
助成総額

太陽光発電システム

電気安全環境研究所または国際電気標準会議の

IECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関の太陽電池モジ
ュール認証を受けたものまたは同等のもの

住宅（個人・

集合）用

出力1kW当たり10
万円（上限30万円）

900万円

事業者用
出力1kW当たり10
万円（上限80万円）

80万円

太陽熱給湯システム

ベターリビングの優良住宅部品（BL部品）認定を受けた強制循環式ソ
ーラーシステムまたは同等と認めるもの

本体価格の20%
（上限10万円）

30万円

太陽熱温水器

ベターリビングの優良住宅部品（BL部品）認定を受けた自然循環式太
陽熱温水器または同等と認めるもの

本体価格の20%
（上限10万円）

10万円

CO2冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

次のいずれかに該当するもの

日本冷凍空調工業会規格（JRA4050）に基づく年間給湯効率が3.1以上
JIS基準（JISC9220）に基づく年間給湯保温効率が2.8以上
JIS基準（JISC9220）に基づく年間給湯効率が2.9以上

10万円 210万円

家庭用燃料電池（エネファーム）

1台当たりの発電能力が0.3kW～1.5kWで、貯湯容量20リットル以上
で燃料電池ユニットの排熱を蓄えられ、JIS基準（JISC8823）に基づ
く総合効率がLHV基準（低位発熱量基準）で80%以上であるもの

10万円 800万円

高反射率塗装（屋根または屋上）

JISK5675（屋根用高反射率塗料）適合品または日射反射率（全波長領域）
が50%以上の塗料を使用しているもの

施工面積1㎡当たり
2,000円

（上限20万円）
1,000万円

雨水利用設備

雨水タンクの容量が100リットル以上で、屋根に降った雨を雨どい等か
ら取水するもの

本体価格の50%
（上限2万円）

10万円

住宅向け断熱窓改修

次の全てに該当するもの

既に設置してある窓の「外窓交換」「ガラス交換」「内窓設置」のいずれかである

1居室単位の施工
改修後熱貫流率が4.65W/㎡・K以下に改善される

施工経費の25%
（上限10万円）

200万円

集合住宅共用部LED

次の全てに該当するもの

照明器具の取り付け方が「つり下げ形」「じか付け形」「埋め込み形」「壁

付け形」のいずれかである（卓上スタンド、その他のコンセント設備を使

用するものは除く）

既設照明器具からLED照明器具への交換工事を行う（LED照明器具か
らLED照明器具への交換、既設照明器具へのLEDランプの装着、既設照
明器具の一部を改造する工事は対象外）

直管型LED照明器具の場合は、日本照明工業会規格（JEL規格）におい
てJEL801、JEL802、JEL803規格に対応している

施工経費の50%
（上限30万円）

300万円

　区では、「低炭素な暮らしとま

ちづくり」の実現のため、CO2

（二酸化炭素）の排出量を減らす

ことを目的とした新エネルギー・

省エネルギー機器等の普及を積

極的に進めています。

【対象】個人住宅への助成…

区内在住（予定を含む）で、ご自

身がお住まいの住宅に助成対象

機器等を自ら使用する目的で設

置または施工する方

集合住宅への助成…区内に集

合住宅を所有する（予定を含む）

中小企業者（個人事業者を含む）・

管理組合等で、その住宅に太陽

光発電システムを設置し、発電

した電力を共用部に使用する方

や、新たにLED照明機器を購入

し共用部に設置する方

事業者への助成…区内の事業

所（予定を含む）に太陽光発電シ

ステムを設置する中小企業者

（個人事業者を含む）ほか

【助成要件】申込日以前に助成

対象機器を設置・施工していない

設置する機器が未使用である

過去にこの助成制度に基づく

同一機器の助成を受けていない

31年3月15日までに完了報

告書を提出できる

【助成機器の種類・助成金額】右表

のとおり

【受付期間】4月16日～31年2

月28日

【申込み】所定の申込書（パンフレ

ットに折り込み）と必要書類を環

境対策課環境計画係（本庁舎7階）

（5273）3763へお持ちくださ

い。先着順で助成総額分まで受け

付けます（同日に助成総額を超え

た場合は抽選）。詳しくは、4月2

日から環境対策課・特別出張

所・環境学習情報センター（西新

宿2―11―4、新宿中央公園内）・

新宿リサイクル活動センター

（高田馬場4―10―2）・西早稲田

リサイクル活動センター（西早

稲田3―19―5）で配布するパン

フレット、新宿区ホームページ

でもご案内しています。

　区では毎年、人命救助や模

範となる善行のあった徳行者

の方を表彰しています。今年

度は次の13名・2団体を表彰

しました。

【問合せ】秘書課秘書係（本庁

舎3階）（3209）1111へ。

◎人命救助

岩本博一さん・日髙成巳さ

ん…AED（自動体外式除細動

器）を使用した応急救護活動

の際、機転ある行動で活動に

協力しました。

武田義和さん・橋本隆司さ

ん…心肺蘇生法やAEDで救

命活動を行いました。

◎犯人逮捕協力

河野英二郎さん…ひったく

り犯を追跡し、現行犯逮捕し

ました。

◎社会奉仕活動

市村広造さん・北條國一さ

ん…交通事故防止キャンペー

ンや交通安全啓蒙活動を継続

して行っています。

須賀井憲子さん・畠山仁子さ

ん・吉江淑子さん、ほか1名…

地域で高齢者等の家事援助活

動や見守り活動等を継続して

行っています。

牛込ヤングミセスクラブ…

自作の人形劇による交通安全

啓蒙活動を継続して行ってい

ます。

ボランティアサークル積木

の会…障害者との交流を主と

したボランティア活動を継続

して行っています。

◎青少年健全育成

塚田ひとみさん…青少年補

導活動を継続して行うなど、

青少年の健全育成に尽力して

います。

柳田誠一さん…登下校中の

児童の見守り・声掛け活動を

長年継続しています。

徳行者の表彰

　自転車安全整備店で点

検整備（有料）を受け、そ

れを証明する「TSマー

ク」（右図・補償内容の異

なる2種類があります）を自転車に貼る

と、傷害保険・賠償責任保険に加入でき

ます。また、損害保険会社が扱う火災保

険や自動車保険等には「個人賠償責任

保険」を特約として追加できます。詳し

くは、各損害保険会社にお問い合わせ

ください。

【問合せ】交通対策課交通企画係へ。

自自転転車車のの保保険険にに
加加入入ししままししょょうう

知っていますか？自転車の正しい乗り方

「自転車安全利用五則」を守りましょう。

①自転車は車道が原則、歩道は例外

　13歳未満の子ども・70歳以上の高齢者・体の不

自由な方・車道や交通の状況からやむを得ない場

合は、歩道を通行できます。

②車道は左側を通行

③歩道を通行する場合は、歩行者優先。自転車は車

道寄りを徐行

④安全ルールを守る

飲酒運転・2人乗り・並進・傘差し運転

・運転中の携帯電話使用等は禁止、

夜間はライトを点灯、交差点では信

号を守り、一時停止・安全確認を。

⑤子どもはヘルメットを着用

内内部部評評価価とと外外部部評評価価結結果果をを踏踏ままええたた
区区のの取取組組をを公公表表

　区が実施した内部評価と、29年11月に新宿区外部評価委員会か

ら報告された外部評価の結果、区民の皆さんからの意見を踏まえ、

今後の区の取組をまとめました。

　行政管理課・区政情報センター（本庁舎1階）・特別出張所・区立図

書館で閲覧できるほか、新宿区ホームページでご覧いただけます。

また、区政情報センターで有償頒布しています。

【問合せ】行政管理課（本庁舎3階）（5273）4245へ。

行政
評価

【問合せ】交通対策課交通企画係

（本庁舎7階）（5273）4265、牛

込（3269）0110・新宿（3346）

0110・戸塚（3207）0110・四谷

（3357）0110の各警察署交通

総務係へ。

やさしさが走るこの街この道路

4月6日～15日

春の全国交通安全運動

子どもと高齢者の交通事故防止
～事故にあわない、おこさない

30年度前期分を募集

【補助金額】補助対象経費の3分の2以内（限度額は国内開催…1件

に付き15万円、海外開催…1件に付き20万円）

【申込み】所定の申請書等を4月2日～9月28日に産業振興課産

業振興係（西新宿6―8―2、BIZ新宿4階）（3344）

0701へお持ちください。予算金額に達し次第、受け

付けを終了します。応募要項・申請書は同課で配布し

ているほか、新宿区ホームページから取り出せます。

展示会等に出展する
費用の一部を

補助します

中中小小企企業業のの方方へへ
初初めめてて参参加加すするる

展展示示会会等等がが対対象象

マンション内の情報共有を

　大切に

　管理規約と総会決議に基づ

き行われる管理組合運営にお

いて、決議事項の実施や遵守に

関するトラブルを避けるには、

マンション内の情報共有が大

切です。

　情報共有の方法は、掲示板や

回覧板などがあります。ほかに

も、国土交通省が公表している

「マンション管理標準指針」で

は、情報共有の標準として「総

会等決定事項に関する議事録

等の戸別配布」を挙げていま

す。

　定期発行の情報誌等で広報

を行うマンションもあります。

自分のマンションに合わせた

周知を実施してみてください。

　　ママンンシショョンンのの維維持持管管理理にに関関心心をを持持っってていいたただだくくたためめ、、ママンンシショョ

ンンにに関関すするるココララムムをを連連載載ででおお届届けけししてていいまますす。。

【【問問合合せせ】】住住宅宅課課居居住住支支援援係係（（本本庁庁舎舎77階階））（（55227733））33556677へへ。。

快快快適適適なななマママンンンシシショョョンンンララライイイフフフのののたたためめめににに 7
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自転車での加害事故による高額賠償事例が増えています。万が一に備え、自転車の傷害保険・賠償責任保険等に加入しましょう。補償内容等詳しくは、各損害保険会社へ。

　国民健康保険は、被保険者の年齢構成の上昇による医療費水準の高

騰や、区市町村ごとの財政状況・所得水準の違いに伴う都道府県内で

の保険料水準の差が生じていることなどが課題となっています。こ

のため、30年度から国民健康保険の保険者に都道府県が加わり、財政

運営の責任主体となって基盤強化を図る制度改正が行われます。

※資格や給付の各種届け出、保険料の納付などは、現在と同様に区市

町村の窓口で行います。

【問合せ】区医療保険年金課庶務係（本庁舎4階）（5273）3880へ。

　都道府県内で引っ越した場合、高額療養費の多数回該当が通算される

ようになるため、該当者の自己負担が軽減できます。また、都道府県から

広域的な視点による支援を受け、保健事業を効果的に実施します。

新宿区

保保険険給給付付にに必必要要なな費費

用用をを全全額額、、区区市市町町村村

へへ交交付付金金ととししてて交交付付

●●町

●●市

区市町村が

　個別に運営
3月まで

新新たたなな運運営営体体制制ののイイメメーージジ

新宿区

●●町

区市町村と都道府県がとも

　に運営
4月から

東東京京都都

（運営方針

の策定）

●●市

制制度度改改正正にによよりり変変わわるるこことと

30年度から国民健康保険の制度が変わり

保険者に都道府県が加わります

問合せ

保険料のお知らせを

4月2日に発送します

　4月・6月・8月に支給される年

金から引き落とし（天引き）にな

る保険料のお知らせを、4月2日

に発送します。

30年度の保険料が確定する前

　の仮の保険料額でお知らせし

　ます

　30年度の保険料は、29年中の

所得に基づいて確定します。確

定するまでの間、4月・6月・8月

に年金から引き落とされる保

険料額は、30年2月支給の年金

から引き落とされた金額と同

額を引き落とします。

30年度の保険料額は確定後に

　改めてお知らせします

　29年中の所得に基づき改め

て30年度の保険料を計算し、

国民健康保険料は6月中旬に、

後期高齢者医療保険料は7月

中旬に、確定後の保険料をお知

らせする予定です。

※保険料の支払いが「年金引き

落とし」以外の方の30年度の保

険料額も、国民健康保険料は6

月中旬に、後期高齢者医療保

険料は7月中旬に、お知らせする

予定です。

「年金引き落とし」から

「口座振替」への変更　

　保険料の支払いは、申し出に

より8月引き落とし分以降、「年

金引き落とし」から「口座振替」に

変更することができます。ご希

望の方はお問い合わせくださ

い。

※後期高齢者医療制度では「口座

振替」に変更した場合でも、保険

料を滞納した場合は、年金からの

引き落としに切り替わることが

あります。

よ
り
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い
や
す
い
サ

ー
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ス
へ

44月月
かか
らら
高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
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内
容
を
一
部
変
更
し
ま
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引っ越しの季節です 届け出をお忘れなく

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料が

年金から引き落とされている方へ

　日本に住所のある20歳以上60歳未満の方全員が国民年金に加入する必要がありま

す（外国籍の方や中長期在留の留学生を含む）。国民年金に加入しなかったり、保険料を

未納のままにしていると、将来の「老齢基礎年金」や、万一のときの「障害基礎年金」「遺族

基礎年金」が支給されない場合があります。所得が少ないなどの理由で保険料の納付が

難しい場合には、保険料の免除・猶予の制度をご利用ください。

◆国民年金資格の取得と喪失・保険料の

免除…区医療保険年金課年金係（本庁舎

4階）（5273）4532・（3209）1436

◆国民年金の給付の申請…区医療保険

年金課年金係（本庁舎4階）（5273）

4338・（3209）1436

◆国民年金の納付・厚生年金の申請等…

新宿年金事務所（大久保2―12―1）

（5285）8611・（5385）8649

◆一般の年金相談

給付について…ねんきんダイヤル

0570（05）1165、国民年金資格の取

得と喪失、保険料免除について…ねんき

ん加入者ダイヤル0570（003）004

◆東京都国民年金基金 0120（65）

4192（フリーダイヤル）・（5285）8800

◆日本年金機構ホームページ

http://www.nenkin.go.jp/

国民年金保険料後納制度のご利用を

　平成30年9月30日までは、過去5年以内の保険料を納められます。保険料の納付には、

事前に年金事務所への申請が必要です。詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。

　国民年金の加入中等に初診日がある病

気やけがなどで障害の状態になり、障害認

定日（※）に障害等級の1級または2級に該

当した場合は、障害認定日から障害基礎年

金を受けることができます。受給には、保

険料を一定期間以上納めていることが必

要です。

　また、20歳前に初診日がある病気やけ

がなどで障害の状態になった方は、障害等

級の1級または2級に該当した場合、原則と

して20歳から障害基礎年金が受給できま

す。本人に一定額以上の所得等がある場合

は支給が制限されます。

※初診日から1年6か月を経過した日また

はその期間内に症状が固定した日

現在の状況 届け出理由 届け出先 届け出後の種別

自営業・学生・

無職などの方
20歳になった

区医療保険年金課・特別出張所 第1号被保険者

第2号被保険者
の被扶養配偶者

配偶者の勤務先 第3号被保険者

第1号被保険者

区外から転入した
届け出は不要

第1号被保険者

区内で転居した

海外へ転出するが

国民年金保険料を

納めたい

国内に協力者になる親族がいる

方…区医療保険年金課・特別出張所

国内に協力者になる親族がいな

い方…新宿年金事務所

海外から転入した 区医療保険年金課・特別出張所

就職した 勤務先 第2号被保険者

第２号被保険者である

配偶者の扶養になった
配偶者の勤務先 第3号被保険者

第2号被保険者

退職した 区医療保険年金課・特別出張所 第1号被保険者

第２号被保険者である

配偶者の扶養になった
配偶者の勤務先 第3号被保険者

第3号被保険者

就職した 勤務先 第2号被保険者

配偶者が退職した

配偶者が65歳になった
扶養ではなくなった

区医療保険年金課・特別出張所 第1号被保険者

配偶者が転職した

（第2号被保険者を継続）
配偶者の新しい勤務先 第3号被保険者

　国民年金加入者の3つの種別

第1号被保険者…自営業・自由業などの方と配偶者、学生・アルバイトなどの方

第2号被保険者…会社員・公務員（厚生年金の加入者）などの方

第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている配偶者

★学生納付特例制度…在学中の保険料を社

会人になってから納付できる制度です。学

生で、本人の前年の所得が一定額以下の方が

申請できます。申請手続きは毎年必要です。

★免除制度…学生以外で、本人だけでな

く、配偶者・世帯主の所得が一定額以下の

場合に、保険料の納付が全額または一部免

除されます。

★納付猶予制度…50歳未満（平成28年6月

までは30歳未満）で、世帯主の所得にかか

わらず本人・配偶者の所得が一定額以下の

場合に、保険料の納付が猶予されます。

※いずれの制度も、申請時点の2年1か月

前の月分までさかのぼって、申請できま

す。申請期間に対応する前年の所得で審査

するため、承認されない場合もあります。

みんなの生活を支えています

国国国 民民民 年年年 金金金

●30年度の国民年金保険料

　29年度よりも、月額で150円引き下

げられます。

【定額保険料】月額1万6,340円

【付加込み保険料】月額1万6,740円

※付加年金…月額400円を上乗せして

納付すると、老齢基礎年金額を増やせま

す（増やせる金額は年額200円×付加込

み保険料納付月数）。

●30年度の年金額（年額）

【老齢基礎年金】77万9,300円（満額の場

合）

【障害基礎年金】1級…97万4,125円

2級…77万9,300円

【遺族基礎年金】77万9,300円

【障害・遺族基礎年金の子の加算額】

第1子・第2子…22万4,300円

第3子以降… 7万4,800円

30年度の保険料のお知らせを

お送りします

保険料の支払いが難しいときは免除・猶予の申請を

ご存じですか 障害基礎年金

国民健康保険料の算定…

医療保険年金課国保資格係

（本庁舎4階）（5273）4146・

（3209）1436へ。

国民健康保険料の口座振

替…医療保険年金課国保収

納係（本庁舎4階）（5273）

4158・（3209）1436へ。

後期高齢者医療保険料…

高齢者医療担当課高齢者医

療係（本庁舎4階）（5273）

4562・（3203）6083へ。

ゴ
ー
ヤ
と
ア
サ
ガ
オ
の

種
の
配
布


み
ど
り
の
カ
ー
テ
ン
を

　
作
っ
て
み
よ
う

【
配
布
期
間
】

3月

26日

か
ら
（
な

く
な
り
次
第
終
了
）

【
配
布
数
】
ゴ
ー
ヤ
・
ア
サ
ガ
オ
と
も

1人
１
つ

【
配
布
場
所
】
環
境
対
策
課
、
特
別
出

張
所
、環
境
学
習
情
報
セ
ン
タ
ー（
西

新
宿

2―

11―

4、
新
宿
中
央
公
園

内
）、新

宿
リ
サ
イ
ク
ル
活
動
セ
ン
タ

ー
（
高
田
馬
場

4―

10―

2）、
西
早

稲
田
リ
サ
イ
ク
ル
活
動
セ
ン
タ
ー

（
西
早
稲
田

3―

19―

5）

【
問
合
せ
】
環
境
対
策
課
環
境
計
画
係

（
本
庁
舎

7階
）（

5
2
7
3）

3
7

6
3へ

。

リ
サ
イ
ク
ル
講
座

①
ワ
イ
シ
ャ
ツ
か
ら
エ
プ
ロ
ン
作
り

【
日
時
】

4月

17日

午
後

1時
～

4

時【対
象
】
区
内
在
住
・
在
勤
の
方
、

20名

【
費
用
】

200円（
材
料
費
等
）

【
持
ち
物
】古
く
て
使
え
な
く
な
っ
た

ワ
イ
シ
ャ
ツ
、
物
差
し
、
は
さ
み
、
筆

記
用
具
、裁
縫
道
具

②
新
聞
紙
か
ら
ペ
パ
バ
ッ
グ
作
り

【
日
時
】

4月

26日

午
後

1時
～

4

時【対
象
】
区
内
在
住
・
在
勤
の
方
、

30名

【
費
用
】

100円（
資
料
代
）

【
持
ち
物
】新
聞
紙

6枚
（
う
ち

2枚

は
色
刷
り
）、は

さ
み
、の
り

③
電
子
オ
ル
ゴ
ー
ル
を
作
ろ
う

【
日
時
】

4月

28日

午
前

10時
～

12

時【
対
象
】
区
内
在
住
・
在
勤
の
方
と
小

学
生
以
上
の
お
子
さ
ん
の
親
子
、

10

名（
大
人

1人
で
の
参
加
も
可
）

【
内
容
】
ハ
ン
ダ
ゴ
テ
を
使
い

7色
に

光
る
電
子
オ
ル
ゴ
ー
ル
作
り

【
持
ち
物
】筆
記
用
具
、軍
手

④
古
布
を
使
っ
て
チ
ュ
ニ
ッ
ク
作
り

【
日
時
】

4月

29日

午
前

10時
～
午

後

0時

30分

【
対
象
】
区
内
在
住
・
在
勤
の
方
、

15名

【
内
容
】
浴
衣
、
着
物
地
な
ど
で
チ
ュ

ニ
ッ
ク
作
り

【
持
ち
物
】
古
布
（
着
物
地
な
ど
幅

35㎝
×

450㎝
程
度
）、
裁
縫
道
具
、
は

さ
み
、筆
記
用
具

…
…
…
〈
以
下
共
通
〉…
…
…

【
共
催
】
①
②
は
新
宿
環
境
リ
サ
イ
ク

ル
活
動
の
会

【
会
場
・
申
込
み
】
往
復
は
が
き
に

5

面
記
入
例
の
と
お
り
記
入
し
、
①
②

は

4月

6日
、
③
④
は

4月

13日

（
い
ず
れ
も
必
着
）
ま
で
に
新
宿
リ

サ
イ
ク
ル
活
動
セ
ン
タ
ー
（
〒

1
6

9・

0
0
7
5高

田
馬
場

4―

10―

2）

（

5
3
3
0）

5
3
7
4（

月

曜
日
休
館
）
へ
。
応
募
者
多
数
の
場

合
は
抽
選
。

消
費
者
講
座


後
で
泣
き
を
み
な
い
ネ
ッ
ト
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
・
フ
リ
マ
ア
プ
リ
活
用
術

【
日
時
】

4月

27日

午
後

7時
～

9

時【
会
場
】
新
宿
文
化
セ
ン
タ
ー
（
新
宿

6―

14―

1）

【
対
象
】区
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
で
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
利
用
し
て
い
る

方
、

30名

【
内
容
】
ト
ラ
ブ
ル
に
遭
わ
な
い
た
め

の
基
礎
知
識
と
最
新
情
報
（
講
師
は

原
田
由
里
・

E
Cネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
理

事
）

【
申
込
み
】往
復
は
が
き
に

5面
記
入

例
の
と
お
り
記
入
し
、

4月

16日（
必

着
）
ま
で
に
新
宿
未
来
創
造
財
団
文

化
・
学
習
課
（
〒

1
6
0・

0
0
2
2

新
宿

6―

14―

1、
新
宿
文
化
セ
ン

タ
ー
内
）

（

3
3
5
0）

1
1
4
1

へ
。応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
。

家
族
介
護
者
交
流
会

　
高
齢
者
を
介
護
し
て
い
る
方
と
介

護
を
経
験
し
た
方
が
集
ま
っ
て
、
介

護
に
つ
い
て
の
情
報
交
換
や
、
介
護

の
悩
み
を
語
り
合
う
場
で
す
。
当
日

直
接
、会
場
へ
お
い
で
く
だ
さ
い（
途

中
入
退
場
自
由
）。

【

4月
の
日
時
・
会
場
】
▼
①
四
谷
の

会
…

5日

午
後

1時

30分
～

3

時

30分
／
四
谷
保
健
セ
ン
タ
ー
等

複
合
施
設
（
三
栄
町

25）
、
▼
②
フ
レ

ン
ズ
…

24日

午
後

1時

30分
～

4時
／
デ
ン
マ
ー
ク
イ
ン
新
宿
（
原

町

2―

43）、
▼
③
わ
き
あ
い
あ
い
…

11日

午
後

1時

30分
～

3時

30分

／
マ
ザ
ア
ス
新
宿
（
新
宿

7―

3―

31）、
▼
④
大
久
保
・
あ
っ
た
会
…

10

日

午
後

1時

30分
～

3時

30分
／

大
久
保
地
域
セ
ン
タ
ー
（
大
久
保

2―
12―

7）
、
▼
⑤
い
っ
ぷ
く
の

会
…

28日

午
後

1時

30分
～

4

時
／
聖
母
ホ
ー
ム
（
中
落
合

2―

5―

21）、
▼
⑥
か
ず
ら
会
…

20日


午
後

2時
～

4時
／
落
合
第
二
地
域

セ
ン
タ
ー
（
中
落
合

4―

17―

13）、

▼
⑦
ひ
と
と
き
…

19日

午
後

2時

～

4時
／
柏
木
地
域
セ
ン
タ
ー
（
北

新
宿

2―

3―

7）

【
問
合
せ
】
高
齢
者
支
援
課
高
齢
者
相

談
第
二
係
（
本
庁
舎

2階
）

（

5
2

7
3）

4
2
5
4・

（

5
2
7
2）

0

3
5
2へ

。

※
介
護
の
た
め
参
加
が
難
し
い
方
に

は
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
ヘ
ル
パ
ー
派
遣

等
の
支
援
を
し
ま
す
。
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

新
宿

N

P

O活
動
基
礎
講
座



N
P
O設

立
講
座

　
～
定
款
作
成
か
ら
設
立
登
記
ま
で

【
日
時
】

4月

17日

午
後

6時

45分

～

8時

45分

【
内
容
】
基
本
事
項
の
決
定
～
官
公
署

へ
の
届
け
出
等
法
人
設
立
に
必
要
な

手
続
き（
講
師
は
瀧
口
徹
・

B
L
Pネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
代
表
）



N
P
Oの

組
織
・
運
営
講
座

　
～
強
い

N
P
Oを

作
ろ
う

【
日
時
】

4月

24日

午
後

6時

45分

～

8時

45分

【
内
容
】
事
業
の
進
め
方
、
人
員
の
使

い
方
、資
金
の
調
達
と
管
理
ほ
か（
講

師
は
手
塚
明
美
・
認
定

N
P
O法

人

藤
沢
市
民
活
動
推
進
機
構
事
務
局

長
）…
…
…〈
以
下
共
通
〉…
…
…

【
対
象
】
社
会
貢
献
活
動
に
関
わ
っ
て

い
る
方
、
こ
れ
か
ら
始
め
る
方
ほ
か
、

20名

【
費
用
】
千
円（
資
料
代
等
）

【
会
場
・
申
込
み
】

3月

27日

か
ら

新
宿

N

P

O協
働
推
進
セ
ン
タ
ー

（
高
田
馬
場

4―

36―

12）

（

5
3

8
6）

1
3
1
5・

（

5
3
8
6）

1

3
1
8・


h
iro

b
a
@
s-n

p
o
n
e
t.

n
e
tへ
。
先
着
順
。

硬
式
テ
ニ
ス

シ
ン
グ
ル
ス
大
会
・
女
子

【
日
時
】

5月

13日

午
前

9時
～
午

後

5時

【
会
場
】
甘
泉
園
公
園
庭
球
場
（
西
早

稲
田

3―

5）

【
対
象
】
区
内
在
住
・
在
勤
で

18歳
以

上
の
女
性
、

30名

【
内
容
】

6ゲ
ー
ム

1セ
ッ
ト
マ
ッ
チ

【
費
用
等
】
千

500円
と
ボ
ー
ル

1缶

【
主
催
・
申
込
み
】
往
復
は
が
き
に

5

面
記
入
例
の
ほ
か
年
齢
を
記
入
し
、

4月

10日（
必
着
）ま
で
に
区
硬
式
庭

球
連
盟
・
古
山
寛
（
〒

1
6
2・
0
0

4
1早

稲
田
鶴
巻
町

535）（

3
2
0

2）

5
8
7
6へ

。応
募
者
多
数
の
場

合
は
抽
選
。

エ
コ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
新
宿

4月
の
展
示

【
期
間
・
内
容
】
展
示
時
間
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

区
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

▼

3月

30日

～

4月

2日

…

岸
本
ち
ゑ
み
水
彩
画
展
～
「
風
景

画
」
と
「
う
ち
の
ワ
ン
コ
は
世
界

一
」、
▼

3日

～

8日

…

2
0

1
8第

27回
新
宿
区
美
術
会
展
～

デ
ッ
サ
ン
を
中
心
に（
絵
画
）、▼

11

日

～

15日

…
第

36回
木
葉
会

展
（
絵
画
）、
▼

4月

30日

～

5

月

6日

ヒ
マ
ラ
ヤ
光
の
詩

3
r

d小
野
克
之
作
品
展（
絵
画
）

　

環
境
学
習
情
報
セ
ン
タ
ー

▼

3月

28日

～

4月

1日

…

東
京
都
退
職
校
長
会
絵
画
ク
ラ
ブ

「
第

27回
水
墨
画
み
す
み
会
展
」

※
そ
の
他
の
期
間
は
常
設
展
示

【
会
場
・
問
合
せ
】
エ
コ
ギ
ャ
ラ
リ

ー
新
宿
（
西
新
宿

2―

11―

4）

（

3
3
4
8）

6
2
7
7へ

。

問合せ

　
区
民
主
体
の
地
域
活
動
団
体
が

行
う
取
り
組
み
へ
の
支
援
に
よ

り
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性

化
・
絆
づ
く
り
を
推
進
し
ま
す
。
今

回
は
、

30年
度
第

1回
の
助
成
事

業
の
募
集
で
す
。

2回
目
の
募
集

は

6月
に
実
施
す
る
予
定
で
す
。

詳
し
く
は
、
広
報
し
ん
じ
ゅ
く
後

号
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
対
象
】次
の
い
ず
れ
か
の
団
体

▼
町
会
・
自
治
会
、
地
区
町
会
連
合

会
、
地
区
協
議
会
、
ま
た
こ
れ
ら
い

ず
れ
か
の
団
体
を
含
む
実
行
委
員

会
、
▼
一
定
の
要
件
を
備
え
た
地

域
活
動
団
体
や

N
P
O法

人
等

【
助
成
対
象
事
業
】

4月

1日

～

6月

30日

に
実
施
す
る
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業

▼
地
域
全
体
の
課
題
解
決
に
資
す

る
、
▼
安
全
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

に
資
す
る
、
▼
地
域
交
流
の
促
進

に
資
す
る

【
助
成
金
額
等
】
原
則
と
し
て
助
成

対
象
経
費
の

10分
の

9（

1事
業

に
付
き
上
限

10万
円
）

※

5月
中
に
実
施
す
る
審
査
会
を

経
て
、

6月

1日

に
交
付
対
象

事
業
を
決
定
し
ま
す
。

【
申
込
み
】

4月

2日

～

27日


に
所
定
の
申
請
書
等
を
事
業
を
実

施
す
る
地
域
の
特
別
出
張
所
（
特

別
出
張
所
所
管
地
区
以
外
は
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
課
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

係
（
本
庁
舎

1階
）

（

5
2
7
3）

4
1
2
7へ

。
申
し
込
み
前
（

4月

27日

ま
で
に
事
業
を
実
施
す
る

場
合
は
実
施
前
）
に
申
請
内
容
に

つ
い
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
申
請
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
新

宿
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
特
別
出
張

所
・
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
課
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
係
で
配
布
す
る
募
集
要

項
で
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

　
高
齢
者
の
地
域
で
の
生
活
を
支
援

す
る
高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
一
部

の
内
容
を
次
の
と
お
り
変
更
し
ま

す
。
詳
し
く
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

【
問
合
せ
】
高
齢
者
支
援
課
高
齢
者
支

援
係（
本
庁
舎

2階
）（

5
2
7
3）

4
3
0
5・


（

5
2
7
2）

0
3
5

2へ
。

寝
具
乾
燥
消
毒
サ
ー
ビ
ス

　

65歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
ま
た
は

寝
た
き
り
等
で
、
寝
具
の
衛
生
管
理

が
難
し
い
方
に
、
寝
具
の
乾
燥
消
毒

（
年

11回
）と
水
洗
い（
年

1回
）を
し

ま
す
。

【
変
更
内
容
】対
象
／
「
一
人
暮
ら
し

の
方
」ま
た
は
「
寝
た
き
り
等
の
方
」

に
加
え
、「
高
齢
者
の
み
の
世
帯
の
方

（
日
中
高
齢
者
の
み
と
な
る
世
帯
の

方
を
含
む
）
」を
対
象
に
追
加

回
復
期
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス

　

65歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
等
で
、

退
院
直
後
な
ど
の
た
め
一
時
的
に
身

体
機
能
が
低
下
し
て
い
る
方
に
、

3

か
月
を
限
度
に
家
事
援
助
や
身
体
介

護
を
行
う
ヘ
ル
パ
ー
を
派
遣
し
ま

す
。

【
変
更
内
容
】
▼
対
象
／
「
一
人
暮
ら

し
の
方
」ま
た
は
「
高
齢
者
の
み
の
世

帯
の
方
」
に
加
え
、「
日
中
高
齢
者
の

み
と
な
る
世
帯
の
方
」
を
対
象
に
追

加▼
利
用
者
負
担
／
生
活
保
護
を
受
給

中
の
方
に
加
え
、
住
民
税
が
非
課
税

の
方
も
利
用
者
負
担
な
し

徘
徊
高
齢
者
探
索
サ
ー
ビ
ス

　

60歳
以
上
で
認
知
症
に
よ
る
徘
徊

（
は
い
か
い
）の
あ
る
方
を
在
宅
で
介

護
す
る
家
族
に
、
位
置
情
報
専
用
端

末
機
を
貸
し
出
し
、
利
用
料
等
を
助

成
し
ま
す
。

【
変
更
内
容
】
利
用
者
負
担
／
住
民

税
が
非
課
税
の
方
、
生
活
保
護
を
受

給
中
の
方
の
利
用
者
負
担
な
し
（
新

設
）

①講座・催し名

②〒・住所

③氏名（ふりがな）

④電話番号

（往復はがきの場

合は、返信用にも

住所・氏名）

講座・

催し等の

申し込み

※往復はがきは、各

記事で指定がある

場合のみ。

※費用の記載のない

ものは、原則無料。

はがき・ファックスの記入例

地
域

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ

事
業

に

助
成

し
ま
す

健健康康保保険険ののおお知知ららせせ

都都がが区区市市町町村村

ごごととにに決決定定しし

たた国国保保事事業業費費

納納付付金金をを納納付付

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化
・
絆
づ
く
り
の
た
め
に
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★ 自転車を盗まれる被害が急増！ 　路上駐輪や無施錠の自転車が狙われています　 買い物など短時間でも路上に放置せず 確実に施錠しましょう ★

新エネルギー・
省エネルギー機器等の
導入費用を助成します

自転車の保険に
加入しましょう

内部評価と外部評価結果を踏まえた
区の取組を公表

中小企業の方へ
初めて参加する

展示会等が対象

　マンションの維持管理に関心を持っていただくため、マンショ

ンに関するコラムを連載でお届けしています。

【問合せ】住宅課居住支援係（本庁舎7階）（5273）3567へ。

快快適適ななママンンシショョンンラライイフフののたためめにに


案
内
チ
ラ
シ
　
東
京
都
健
康
プ

ラ
ザ
ハ
イ
ジ
ア
、区
政
情
報
セ
ン
タ

ー
（
本
庁
舎

1階
）、
特
別
出
張
所

で
配
布
す
る
ほ
か
、
新
宿
区
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
取
り
出
せ
ま
す
。

区民のひろば
費用・申込み・問合せ

　掲載行事は区の主催ではあり

ません。

【問合せ】区政情報課広報係（本庁

舎3階）（5273）4064・（5272）

5500へ。

★催し・講座★

第4回桜おどり　3月30日

～4月8日午前11時から（3月

31日、4月1日・7日・8日

のみ）・午後1時から・3時から・7時

から（3月31日、4月7日の

み）、各50分程度。西落合2丁目

で。さまざまな日本のおどりを披

露。1,000円。区民5組10名は無

料（3月29日までに電話申し込

み。先着順）。当日直接、会場へ。

各回先着90名。舞踊集団菊の

会・鶴岡（5983）6001

★サークル紹介・会員募集★

書道（鵞堂流）　月3回水曜日午

後1時30分～3時30分、戸山生涯

学習館で。月3,000円。山茶

花・杉川（3203）1217

　
区
民
の
方
・
学
識
経
験
者

等
で
構
成
し
、「
ま
ち
の
記
憶

を
生
か
し
た
『
美
し
い
新
宿
』

を
つ
く
る
」
を
目
標
に
、
景
観

ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
事
項

を
審
議
し
て
い
ま
す
。

【
対
象
】

30年

4月

1日
現
在
、

区
内
に

1年
以
上
在
住
の

18

歳
以
上
、

4名（
特
別
区
・
東
京

都
の
職
員
と
新
宿
区
の
ほ
か

の
審
議
会
等
の
委
員
を
除

く
）

【
任
期
】

7月

1日
か
ら

2年

間【
報
酬
】
会
議
（
年

3回
程
度
）

出
席
の
都
度

1万
円

【
選
考
】 ▼

1次
…
作
文
、▼

2

次
…
面
接（

5月
中
旬
）

【
申
込
み
】「
新
宿
区
の
景
観
の

課
題
と
そ
の
対
策
」が
テ
ー
マ

の
作
文
（

800字
程
度
）と
、作
文

と
別
の
任
意
の
用
紙
に
住
所
・

氏
名
・
生
年
月
日
・
電
話
番
号
・

職
業
を
記
入
し
、

4月

13日


ま
で
に
郵
送
（
必
着
）
ま
た
は

直
接
、
景
観
・
ま
ち
づ
く
り
課

（
〒

1
6
0・

8
4
8
4歌

舞

伎
町

1―

4―

1、本
庁
舎

8

階
）
（

5
2
7
3）

3
8
3
1

へ
。選
考
結
果
は
応
募
者
全
員

に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。作
文
は

返
却
し
ま
せ
ん
が
、選
考
以
外

に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

景
観
ま

ち
づ

く
り
審

議
会

バ
リ
ア
フ
リ
ー
映
画
会

　
音
声
ガ
イ
ド
・
日
本
語
字
幕
付
き

の
上
映
会
で
す
。
障
害
の
あ
る
方
も

楽
し
め
ま
す
。

【
日
時
】

3月

31日

午
後

2時
～

4

時【
内
容
】「
グ
ー
グ
ー
だ
っ
て
猫
で
あ

る
」（
監
督
／
犬
童
一
心
、出
演
／
小
泉

今
日
子
、上
野
樹
里
ほ
か
）

【
協
力
】住
友
商
事
㈱

【
会
場
・
申
込
み
】当
日
直
接
、
下
落
合

図
書
館（
下
落
合

1―

9―

8）（

3

3
6
8）

6
1
0
0・
（

6
9
0
8）

5
1
6
5へ
。先
着

35名
。

お
り
が
み
教
室
・
春


折
っ
て
飾
ろ
う
み
ん
な
の
児
童
室

　
季
節
の
風
物
の
折
り
紙
を
折
り
、

み
ん
な
で
台
紙
に
貼
り
付
け
て

1枚

の
絵
を
作
り
ま
す
。
完
成
し
た
絵
は

児
童
室
の
壁
面
に
飾
り
ま
す
。

【
日
時
】

4月

8日

午
前

10時

30分

～

11時

30分

【
対
象
】
小
学
生
ま
で
、

12名（
未
就
学

児
は
保
護
者
同
伴
）

【
会
場
・
申
込
み
】

3月

27日

か
ら

電
話
ま
た
は
直
接
、
鶴
巻
図
書
館（
早

稲
田
鶴
巻
町

521）

（

3
2
0
8）

2

4
3
1へ
。先
着
順
。

水
曜
上
映
会

【
日
時
】

4月

11日

午
後

2時
～

3

時

50分
（
午
後

1時

40分
開
場
）

【
上
映
作
品
】「
天
使
の
い
る
図
書
館
」

（
バ
リ
ア
フ
リ
ー
字
幕
あ
り
）

【
会
場
・
申
込
み
】当
日
直
接
、新
宿
コ

ズ
ミ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー

8階
プ
ラ
ネ
タ

リ
ウ
ム
（
大
久
保

3―

1―

2）
へ
。

先
着

80名
。

【
問
合
せ
】
中
央
図
書
館

（

3
3
6

4）

1
4
2
1・

（

3
2
0
8）

2
3

0
3へ

。

行
政
書
士
無
料
法
律
相
談
会

　
相
続
・
就
労
問
題
等
の
相
談
に
行

政
書
士
が
応
じ
ま
す
。

【
日
時
】

4月

13日

午
後

6時
～

6

時

30分
・
午
後

6時

45分
～

7時

15

分
・
午
後

7時
30分

～

8時

【
協
力
】東
京
都
行
政
書
士
会

【
会
場
・
申
込
み
】

3月

28日

～

4

月

6日

に
直
接
、
下
落
合
図
書

館
（
下
落
合

1―

9―

8）

（

3
3

6
8）

6
1
0
0へ

。
各
回
先
着

3
名
。

図
書
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

体
験
講
座

【
日
時
】

4月

15日

午
後

3時
～

4

時【
内
容
】
書
架
整
理
・
配
架
等
の
図
書

館
の
仕
事
体
験

※
動
き
や
す
い
服
装
で
お
い
で
く
だ

さ
い（
ス
カ
ー
ト
不
可
）。

【
会
場
・
申
込
み
】

3月

27日

か
ら

電
話
ま
た
は
直
接
、
北
新
宿
図
書
館

（
北
新
宿

3―

20―

2）

（

3
3
6

5）

4
7
5
5へ

。先
着

5名
。

英
語
絵
本
の
お
は
な
し
会

【
日
時
】

4月

21日

午
後

2時
～

2

時

30分

【
対
象
】

3歳
～
小
学
生
（
未
就
学
児

は
保
護
者
同
伴
）、

10名

【
内
容
】
英
語
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
と

英
語
の
詩
や
歌
の
紹
介

【
会
場
・
申
込
み
】

3月

27日

か
ら
電

話
で
中
町
図
書
館
（
中
町

25）

（

3

2
6
7）

3
1
2
1へ

。先
着
順
。

家
族
円
満
笑
顔
相
続

対
策
セ
ミ
ナ
ー


「
相
続
」
が
「
争
族
」
に

　
な
ら
な
い
よ
う
に

【
日
時
】

4月
22日


午
後

2時
～

4

時【
内
容
】
相
続
の
基
本
的
な
考
え
方
・

家
族
で
円
滑
に
手
続
き
等
を
進
め
る

た
め
の
相
続
対
策
に
つ
い
て
の
講
義

と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
（
講
師
は
貞
蔭

康
利
／
㈱
Ｆ
Ｐ
パ
ー
ト
ナ
ー
）

【
会
場
・
申
込
み
】

3月

28日

か
ら

電
話
ま
た
は
直
接
、
下
落
合
図
書
館

（
下
落
合

1―

9―

8）

（

3
3
6

8）

6
1
0
0へ

。先
着

30名
。

　
個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
確
定
申

告
と
納
税
の
期
限
は
、

4月

2日

で
す
。
期
限
ま
で
に

申
告
や
納
税
を
済
ま
せ
て
い
な
い
場
合
や
誤
っ
た
申
告

を
す
る
と
、
後
で
不
足
分
を
納
め
る
だ
け
で
な
く
、
加
算

税
・
延
滞
税
も
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。申
告
と
納
税
は
、期
限
内
に
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

申
告

書
の

作
成

は
国

税
庁

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ
で

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（

h
ttp

://w
w
w
.n
ta
.g
o
.

jp
）
の
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
作
成
し
た

消
費
税
等
の
確
定
申
告
書
は
印
刷
（
白
黒
で
も
可
）
し
て

税
務
署
に
提
出
で
き
ま
す
。
ま
た
、
作
成
し
た
申
告
書
デ

ー
タ
に
電
子
証
明
書
を
添
付
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
送
信
（
提
出
）
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
（

e―

T
a
x）。

詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
案
内
し
て
い

ま
す
。

【
問
合
せ
】
▼
新
宿
税
務
署
（
西
新
宿

2―

7―

1、
小
田

急
第
一
生
命
ビ
ル
６
階
）、

（

6
7
5
7）

7
7
7
6、

▼
四
谷
税
務
署（
三
栄
町

24）（

3
3
5
9）

4
4
5
1へ

。

　
「
美
し
い
日
本
の
桜
」
が
テ

ー
マ
の
作
品
を
募
集
し
ま

す
。昨
年
の
コ
ン
テ
ス
ト
で
入

賞
し
た
作
品
も
展
示
し
ま
す
。

◆
第

9回
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト

　
作
品
募
集

【
応
募
資
格
】
プ
ロ
・
ア
マ
チ

ュ
ア
、国
籍
等
を
問
わ
ず
東
京

都
・
千
葉
県
・
埼
玉
県
・
神
奈

川
県
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方

【
規
格
等
】
未
発
表
で
他
の
コ

ン
テ
ス
ト
な
ど
に
入
選
し
て

い
な
い
単
写
真
。

A
4ま

た

は
四
つ
切
サ
イ
ズ
（

254
mm×

305
mm）

で
銀
塩
、
イ
ン
ク
ジ
ェ

ッ
ト
、
カ
ラ
ー
、
モ
ノ
ク
ロ
の

い
ず
れ
か
で
プ
リ
ン
ト
し
た

も
の

【
賞
】
▼
最
優
秀
賞

1名
（

10

万
円
・
副
賞
）、
▼
優
秀
賞

2

名
（

5万
円
・
副
賞
）、
▼
入
選

10名（

1万
円
）、▼
佳
作

10名

（
賞
品

3千
円
相
当
）、
▼
ハ

イ
ジ
ア
賞

30名
（
記
念
品
）、

▼
ヤ
ン
グ
（

18歳
以
下
）
部
門

賞

10名（
図
書
カ
ー
ド
）

【
応
募
方
法
】
案
内
チ
ラ
シ

（
右
下
図
）
裏
面
下
段
の
応
募

票
を
作
品
に
貼
り
付
け
（
作

品

1点
に
付
き
応
募
票

1

枚
）、

5月

31日
（
消
印
有

効
）
ま
で
に
ハ
イ
ジ
ア
・
桜
ま

つ
り
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
事

務
局
（
〒

1
0
1・

0
0
3
1

千
代
田
区
東
神
田

3―

2―

3、

4階
）
へ
。
応
募
は

1人

5点
ま
で
。
応
募
作
品
は
原

則
と
し
て
返
却
し
ま
せ
ん
。

詳
し
く
は
案
内
チ
ラ
シ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

◆
第

8回
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト

　
入
賞
作
品
展

【
日
時
】

4月

6日

ま
で
午

前

10時
～
午
後

8時

【
会
場
】
東
京
都
健
康
プ
ラ
ザ

ハ
イ
ジ
ア
（
歌
舞
伎
町

2―

44―

1）

【
内
容
】
昨
年
の
フ
ォ
ト
コ
ン

テ
ス
ト
の
入
賞
作
品

60点
を

展
示

【
問
合
せ
】㈱
写
真
弘
社
（

5

8
2
2）

2
1
1
1へ

。

区後援

ハハ
イイ
ジジ
アア
桜桜
まま
つつ
りり
桜桜
愛愛
好好
家家
のの

フフ
ォォ
トト
ココ
ンン
テテ
スス
トト

図図
書書

館館
のの

催催
しし

個
人
事
業
者
の
方
へ

消
費

税
等

の
確

定
申

告
・

納
税

は
お

済
み
で
す
か

不
動
産
鑑
定
士
の

不
動
産
無
料
相
談
会

【
日
時
】

4月

5日

・

6日

午
前

10時
～
午
後

6時

【
主
催
】
東
京
都
不
動
産
鑑
定
士
協

会
、日
本
不
動
産
鑑
定
士
協
会
連
合
会

【
後
援
】新
宿
区
ほ
か

【
会
場
・
申
込
み
】当
日
直
接
、新
宿
駅

西
口
広
場
イ
ベ
ン
ト
コ
ー
ナ
ー
へ
。

【
問
合
せ
】
東
京
都
不
動
産
鑑
定
士
協

会
事
務
局
（

5
4
7
2）

1
1
2
0

へ
。

市
民
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
交
流
サ
ロ
ン

【
日
時
】

4月

12日

午
後

6時

45分

～

8時

45分

【
会
場
】新
宿

N
P
O協

働
推
進
セ
ン

タ
ー（
高
田
馬
場

4―

36―

12）

【
内
容
】東
南
ア
ジ
ア
の
発
展
途
上
国

を
中
心
に
、
生
活
環
境
の
向
上
や
労

働
環
境
の
改
善
等
に
向
け
た
支
援
に

取
り
組
む
学
生
国
際
協
力

N
G
O

F
E
S
T

T
O
K
Y
Oの

活
動
を

紹
介（
語
り
手
は
同
法
人
）

【
費
用
】
千
円（
資
料
代
等
）

【
申
込
み
】

3月

27日

か
ら
電
話
か

フ
ァ
ッ
ク
ス
・
電
子
メ
ー
ル（

5面
記
入

例
の
と
お
り
記
入
）で
新
宿

N
P
Oネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
事
務
局

（

5

2
0
6）

6
5
2
7・

（

5
3
8
6）

1
3
1
8・


h
iro
b
a
@
s-n

p
o
n
e
t.

n
e
tへ
。先
着

20名
。

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
新
宿
か
ら
の

お
知
ら
せ

　

30年

4月

1日
か
ら
、
障
害
者
の

雇
用
義
務
の
対
象
に
精
神
障
害
者
が

加
わ
り
、
民
間
企
業
の
法
定
雇
用
率

は

2.0％
か
ら

2.2％
に
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。

ま
た
、
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時

間
労
働
者
（

1週
間
の
所
定
労
働
時

間
が

20時
間
以
上

30時
間
未
満
）で
、

雇
入
れ
ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
取
得
か
ら

3年
以
内
の
方
の

雇
用
率
算
定
方
法
が

1人
に
付
き

1

（
現
行
は

0.5）
に
な
り
ま
す
。
詳
し
く

は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。東
京

労
働
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（

h
ttp

:/

/to
kyo

-ro
u
d
o
u
kyo

ku
.jsite.m

h
lw
.

g
o
.jp
）で
も
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

【
問
合
せ
】
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
新
宿
雇
用

指
導
コ
ー
ナ
ー
（
歌
舞
伎
町

2―

42

―

10、新
宿
公
共
職
業
安
定
所

4階
）

（

3
2
0
0）

8
6
0
9（

3
5
#）

へ
。

女
性
の
た
め
の
健
康
セ
ミ
ナ
ー


感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め

　
の
セ
ル
フ
コ
ー
チ
ン
グ
法

【
日
時
】

4月

25日

午
後

7時
～

8

時

30分

【
会
場
】
四
谷
保
健
セ
ン
タ
ー
（
三
栄

町

25）

【
対
象
】区
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
女

性
、

50名

【
内
容
】
自
身
の
見
つ
め
方
・
能
力
の

生
か
し
方
の
講
義
と
実
習
（
講
師
は

畑
中
映
理
子
／
国
際
セ
ル
フ
コ
ー
チ

ン
グ
協
会
代
表
理
事
）

【
申
込
み
】

3月

27日

か
ら
電
話

か
フ
ァ
ッ
ク
ス
（

5面
記
入
例
の
と

お
り
記
入
）
で
女
性
の
健
康
支
援
セ

ン
タ
ー
（
四
谷
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）


（

3
3
5
1）

5
1
6
1・

（

3
3

5
1）

5
1
6
6へ

。
先
着
順
。
託
児

あ
り
。

区区
民民

委委
員員
をを
募募

集集
しし
まま
すす
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第三次男女共同参画推進計画を策定しました

みどりの基本計画を改定しました

犬の登録と狂犬病予防注射を

特別区職員採用試験 Ⅰ類（一般方式）

【職種・採用予定数】

①事務…1，130名程度、土木造園

（土木）…67名程度、土木造園（造

園）…17名程度、建築…58名程度、機

械…30名程度、電気…29名程度、

②福祉…119名程度、③心理…

44名程度、④衛生監視（衛生）…46

名程度、⑤衛生監視（化学）…7名

程度、⑥保健師…90名程度

【対象】①は日本国籍で昭和62年4

月2日～平成9年4月1日生まれの方

②は国籍を問わず、平成元年4月2

日～9年4月1日生まれで、社会福祉

士または児童指導員の資格がある

か、保育士となる資格があり都道府

県知事の登録を受けている方

③は国籍を問わず、昭和54年4月

2日以降の生まれで、学校教育法に

基づく大学（短期大学を除く）の心

理学科を卒業（平成31年3月までに

卒業見込みの方を含む）したかこれ

に相当する方

④は日本国籍で平成元年4月2日

～9年4月1日生まれで、食品衛生監

視員と環境衛生監視員の資格があ

る方

⑤は日本国籍で平成元年4月2日

～9年4月1日生まれの方

⑥は国籍を問わず、昭和54年4月

2日～平成9年4月1日生まれで、保

健師の免許がある方

※平成31年春までに行われる国家

試験等で資格・免許を取得・登録見込

みの方を含みます。

※平成9年4月2日以降に生まれた方

で、特例で受験可能な場合があります。

※事務の試験は、点字による受験が

できます。

【第1次試験日】5月6日

【申込み】郵送は4月1日～5日

（消印有効）、インターネットは4月1

日午前10時～9日午後5時（受

信有効）に特別区人事委員会事務局

任用課（〒102-0072千代田区飯田

橋3―5―1）（5210）9787・http:

//www.tokyo23city.or.jp/saiyou-

siken.htm)へ。詳しくは、区人事課

（本庁舎3階）（5273）4053、特別出

張所、保健センター、区立図書館で

配布している採用試験案内でご確

認ください。

Ⅰ類採用試験（土木・建築新方式）を

　9月2日に実施します

　第1次試験では教養試験・論文を

課さず、適性検査（知的能力検査）・専

門試験を行います。詳しくは、特別

区人事委員会ホームページでご案

内しています。

※「土木・建築新方式」と「一般方式」は

併願できません。

犬の登録と狂犬病予防注射を
　犬の飼い主には、犬の登録（生涯1回）

と狂犬病予防注射（年1回）が義務付け

られています。

犬の登録（鑑札の交付）

　衛生課・特別出張所で受け付けます。

【費用】1頭3,000円（登録手数料）

狂犬病予防定期集合注射

　犬の登録も受け付けます。

【日時】4月16日～20日午後1時～3

時

【会場】東京都獣医師会新宿支部加盟の

動物病院（下表）

【費用】注射料金…3，100円、注射済

票交付手数料…550円

※犬の登録が済んでいない方は、登録

手数料3，000円が別に必要です（鑑札の

再交付の場合は1，600円）。

※注射済票は、4月16日のみ会場の

動物病院で交付します。4月17日～

20日に注射を受ける場合は、5月中

旬に郵送します。

※定期集合注射期間中に注射を受けら

れない場合は、動物病院等で注射を受

け、獣医師発行の「狂犬病予防注射済

証」を衛生課か特別出張所へお持ちく

ださい。

【問合せ】衛生課管理係（第2分庁舎3階）

（5273）3148へ。

4月～6月は狂犬病予防注射月間

名称 所在地 電話番号

新宿動物病院 新宿7―11―5、けやきハウス2階 （5272）1323

エンドー動物病院 北新宿1―28―13 （3371）7182

アーバン動物病院 大久保2―3―16、サニー大久保102 （3204）1323

 記念動物病院 高田馬場1―20―2 （3200）0076

ワトソン動物病院 西早稲田1―11―8、ビィラ早稲田1階（3200）1098

小滝橋動物病院 百人町4―9―2、第2浅美ビル1階 （5332）6866

牛込犬猫病院 南山伏町2―15 （3268）8059

相川動物医療センター 西落合4―3―1 （5988）7888

花園動物病院 新宿1―25―11―105 （3352）2115

キタムラ動物病院 早稲田鶴巻町556、マンション暁1階 （3203）1190

わせだ動物病院 早稲田鶴巻町110 （3207）9511

トッキー動物病院 北新宿1―36―3 （5338）6870

にしやま動物病院 西落合4―17―11 （3950）1055

マリーペットクリニック 上落合1―5―4 （6279）3385

木村動物病院 馬場下町50 （3203）0011

ロッソ動物病院 住吉町7―2、加藤ビル1階 （3350）7976

ジュアペットクリニック 西新宿5―21―1、クラフトビル1階 （6300）9457

新新宿宿区区食食品品衛衛生生監監視視指指導導計計画画をを

策策定定ししままししたた
　区では食品衛生法に基づき、毎年度、食品衛生監視指導計画を策定していま

す。今回は、30年度の計画の概要をお知らせします。策定に当たっては、区民の

方からお寄せいただいたご意見を参考にしました。

　計画の全文、お寄せいただいたご意見と区の考え方は、衛生課・区政情報課

（本庁舎3階）・区政情報センター（本庁舎1階）で閲覧できるほか、新宿区ホーム

ページでご覧いただけます。

【問合せ】衛生課食品保健係（第2分庁舎3階）（5273）3827へ。

　改修工事等のため、元気館の体育館

の貸し出しを休止していましたが、4月

1日から貸し出しを再開します。

【問合せ】健康政策課健康企画係

（5273）3024、同館（3202）6291へ。

元気館の体育館の

利用を再開します

平成
30年度

計画の内容

　食の安全性の確保に向けて、食品衛

生法等に基づく監視指導等の事業を

重点的、効率的かつ効果的に実施する

ため、監視指導の実施に関する基本的

な方向性や監視指導の実施体制等を

定めています。

30年度の重点事業

食肉の生食、加熱不足に伴う

　食中毒対策

　食肉、特に生や加熱不十分な鶏肉が

原因と推定されるカンピロバクター

による食中毒が多発しています。

　飲食店等に対し、鶏刺しや鶏レバ

ー等の生や加熱不十分な料理の提供

を控えるよう厳重に指導します。ま

た、牛肝臓・豚の食肉を生食等で提供

しないよう引き続き指導を徹底しま

す。

ノロウイルス食中毒対策

　食中毒が発生した場合に集団感染

しやすい給食施設、ホテル等の大量調

理施設を中心に、重点的に監視指導し

ます。

　子どもや高齢者など、抵抗力の弱い

方が利用する保育園や高齢者福祉施

設等の給食施設には、調理従事者の健

康管理、適切な加熱温度、二次汚染の

防止（手洗いや食器類の消毒方法等）

について指導します。

輸入食品対策

　輸入食品の食品添加物や残留農薬

等の検査、遺伝子組換え食品検査を実

施します。また、食品の表示適正化の

ため、輸入者や販売者には、食品表示

法に基づいた適正な表示を徹底する

よう監視指導します。

ほかに次の項目も定めています

監視指導の実施体制、試験検査の実

施体制、監視指導の実施内容　ほか

◎抽選（区民抽選予約）

　区内在住の方のみ申し込めます。

【申込期間】4月1日～10日（必着）

【申込方法】受付窓口・特別出張所・生涯学

習スポーツ課で配布の「抽選はがき」でお

申し込みください。4月18日ころまで

に結果通知が届かない場合は、受付窓口

へお問い合わせください。

◎空き室予約

　抽選後の空き室は、区内在住の方のみ

申し込める「区民優先予約（当選者を含

む）」、どなたでも申し込める「一般予約」

の順に、先着順で予約を受け付けます。

空き室の状況は、受付窓口・特別出張所の

ほか、新宿区ホームページでも確認でき

ます。

【申込開始日】区民優先予約…4月21日

、一般予約…5月1日

【7月の休館日】箱根つつじ荘…3日・4日

※利用料金には各種割引制度がありま

す。箱根つつじ荘の宿泊者には、小田急線

の運賃割引証を発行します。利用のご案

内「区民保養施設ハンドブック」は、受付

窓口等で配布しています。

【区の担当課】生涯学習スポーツ課生涯学

習スポーツ係（本庁舎1階）（5273）4358

グリーンヒル八ヶ岳からのお知らせ

新宿駅西口発観光バスツアー（2泊3日）

　往復バスと宿泊・観光がセットになっ

ています。申し込みには、事前に宿泊予約

が必要です。

【7月の出発日・コース】2日…黒部ダ

ム放水見学、富士山五合目、桃狩り、9日

…新穂高ロープウェイから望む北ア

ルプス、富士山五合目、桃狩り

【問合せ】グリーンヒル八ヶ岳0551

（32）7011へ。詳しくは、グリーンヒル

八ヶ岳ホームページ（http://www.

kenkoumura.jp）でもご案内しています。

7月

宿泊分

【受付窓口】㈱日本旅行新宿区役所内営

業所（本庁舎1階）

【受付専用電話】（5273）3881

【受付日時】月～金曜日午前9時～午後

5時（土・日曜日、祝日等は㈱日本旅行

（5369）3902（午前10時～午後6時。

電話受け付けのみ）へ）

箱根つつじ荘・グリーンヒル八ヶ岳

区区民民保保養養施施設設のの利利用用申申しし込込みみ

3月31日までに3月～6月宿泊分の予約をする方へ

　空き室の状況をホームページで確認する場合、3月31日までは日通旅行㈱ホー

ムページ（http://www.nbs-tokyo.co.jp）をご覧ください。また、3月31日までの土・

日曜日に予約申し込みをする方は日通旅行㈱（3573）8350（午前10時～午後6時。

電話受け付けのみ）へ。4月以降は㈱日本旅行（上記参照）で受け付けます。
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区長のメッセージ、写真日誌（活動記録）、出席するイベントなどを

新宿区ホームページ「区長の部屋」でご紹介しています

古紙配合率70％白色度70％
再生紙を使用しています。

「高齢者くらしのおたすけガイド」

「介護保険べんり帳」をお届けします

「高齢者くらしのおたすけガイド」

「介護保険べんり帳」をお届けします

　区では、認証保育所に通うお子さんの保育料を支払う

保護者の方に、保育料を助成しています（新宿区外にある

認証保育所をご利用の場合も助成の対象）。

　申請は年度（4月～翌年3月）ごとに必要です。前年度から引き続き在籍する場

合も、あらためて申請してください。

　また、認可保育園等の0歳児～2歳児クラスへの入園が不承諾となったお子さ

んが入園を待機する間、認可外保育施設（要件あり）を利用する際の保育料の一

部も助成しています。詳しくは、新宿区ホームページでご案内しています。

※いずれの助成も31年度までの予定。32年度以降の認証保育所の保育料助成の

実施は待機児童等の状況を踏まえて検討します。

【問合せ】保育指導課給付係（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎2階）

（5273）4584・（3209）2795へ。

認証保育所・認可外保育施設の保育料を助成します

3月26日に発送します

　高齢者くらしのおたすけガイド

には、高齢者向けのサービスや窓口

などの情報を、介護保険べんり帳に

は、介護保険制度の仕組みやサービ

スの利用方法を掲載しています。ご

活用ください。3月30日までに届

かない場合はご連絡ください。

【郵送の対象】65歳以上の高齢者

がいる世帯、40歳～64歳で介護保

険の「要支援」「要介護」認定者がいる

世帯

※特別出張所、高齢者総合相談セン

ターでも配布します。

【問合せ】高齢者くらしのおたすけガイド…高齢者支援課高齢者支援

係（5273）4305・（5272）0352、介護保険べんり帳…介護保険課

推進係（5273）4596・（3209）6010（いずれも本庁舎2階）へ。

6月1日から申請を受け付けます

　30年度から、親世帯と子世帯が区内で

近居や同居をする場合や、義務教育修了前

のお子さんを扶養し同居している子育て

世帯が区内で住み替える場合の新たな助

成制度を開始します。

多世代近居同居助成…区内で新たに近

居または同居する子世帯と親世帯のうち、

移動する世帯に初期費用（礼金・仲介手数

料・引越代・不動産登記費用）の一部（複数世

帯は20万円、単身世帯は10万円を限度）を

助成します。

次世代育成転居助成…区内で民間賃貸

住宅に住み替える子育て世帯の転居によ

る家賃の上昇分（月額3万5,000円を限度・

最長2年間）と、引越代（10万円を限度）を助

成します。

【助成件数】各50世帯（募集期間を3期に分

け、各期ごとに先着順）

従来の助成制度は5月31日で

　募集を終了します

　新たな助成制度の開始に伴い、従来の

「転居助成」（転居による家賃上昇分と引越

し代の助成）と「転入助成」（礼金・仲介手数

料と引越代の助成）は募集を終了します。

申請の受け付けは4月2日～5月31日

です（各10世帯。先着順）。

※新旧いずれの助成も住み替え先の住宅

を契約する前に「予定登録申請」が必要で

す（ただし、新たな助成制度については、4

月1日～6月30日に引越す方に限り、予定

登録申請を省略できる場合があります）。

※助成には、ほかにも要件があります。詳

しくは、お問い合わせください。

【問合せ】住宅課居住支援係（本庁舎7階）

（5273）3567・（3204）2386へ。

子子育育ててフファァミミリリーー世世帯帯等等へへのの
助助成成制制度度がが変変わわりりまますす
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　くらしのガイドには、区の施設や手続

き、サービスなど、区民の皆さんに役立つ

生活情報を掲載しています。特集記事「い

ざというときに備えて」「でかけてみよう

いろとりどりの5エリア」も、ぜひお役立

てください。

　区内の主な施設やバス路線図などを掲

載した新宿区地図とともに、4月から区内

の全世帯に順次お届けします。4月30日

までに届かない場合は、お問い合わせくだ

さい。いずれも、区政情報センター（本庁舎

1階）、特別出張所、区立図書館等でも配布

します。

【問合せ】区政情報課広報係（本庁舎3階）

（5273）4064・（5272）5500へ。

2018年版（平成30年版）4月から

新宿区くらしのガイド・
こんにちは新宿区長です！
4月は高齢者福祉・健康づくりを特集

　吉住健一区長が、区政情報や新宿のまちの多彩な魅力をお届けする区の広報番組です。

4月は2月にオープンした「ささえーる 薬王寺」で、区長が認知症予防運動や野菜料理作

りに挑戦するほか、30年度に実施する区の取り組みなどを紹介します。

番組の放送

　4月1日～30日、毎日3回、ジェイコ

ム港・新宿（11チャンネル）で放送します。

【放送時間（20分番組）】

午後0時30分～0時50分

午後4時～4時20分

午後11時～11時20分

※番組は新宿区ホームページで動画配信

します。また、4月6日から、区政情報セン

ター（本庁舎1階）、区立図書館（所蔵は中央・

四谷・下落合図書館のみ）でDVDを貸し出

します。

【問合せ】区政情報課広報係（本庁舎3階）

（5273）4064・（5272）5500へ。

※ケーブルテレビの受信については、ジェ

イコム港・新宿0120（914）000へ。

ケーブルテレビの

広報番組新新宿宿区区地地図図
をを区区内内のの全全世世帯帯ににおお届届けけししまますす

【対象施設】認可外保育施設指導監督基準

を満たし、その旨の証明書を東京都から

発行されている施設（東京都ホームペー

ジ（http://www.fukushihoken.metro.

tokyo. jp/kodomo/hoiku/ninkagai/

babyichiran_koukai.html）で確認でき

ます）

※都から証明書の返還を求められた場

合は、助成対象施設ではなくなります。

【助成の対象】認可外保育施設を利用し、

左記の認証保育所の保育料助成対象要

件①～⑥に加え、次の全てに該当する方

認可保育園等の入園申し込みが不承

諾となり、上記対象施設の0歳児～2歳

児クラスを利用している

希望する認可保育園等の入園内定を

辞退しない

認可保育園等の利用調整の対象である

入園を申し込んでいる認可保育園等

が3園以上である（申し込みが継続中）

※2園以下の方は5月10日までに希望

園変更届の提出があれば、3園以上だっ

たものとみなします。

【助成金額】月額4万円（現に支払ってい

る保育料が上限）

【申込み】申請書に必要書類を添付し、保

育指導課給付係へ郵送または直接、お持

ちください（30年度の助成申請は31年3

月15日（必着）まで）。申請書は同係で配

付しているほか、新宿区ホームページか

ら取り出せます。

【交付決定】申請の翌月末までに交付の

可否をお知らせします。

【助成金の交付】交付は6月・9月・12月・翌

年4月の年4回です。交付決定後、各回の

交付の請求締切日（交付月の前月末）まで

に請求書等を提出してください。交付月の

末日までに指定の口座に振り込みます。

※申し込み以前の交付要件を満たす月

分はさかのぼって支給します。

認証保育所の保育料助成

【助成の対象】認証保育所を利用し、次

の①～⑥の全てに該当する方

①利用月の1日に新宿区に住民登

録がある

②利用月の1日に月極契約で在籍

している

③月160時間以上の利用契約がある

④他の教育・保育施設等に在籍し

ていない

⑤月極の基本保育料を支払っている

⑥世帯にかかる住民税額（★）（ひと

り親の場合は1人分）が54万円未満

★新宿区認可保育園の保育料を算定

する際の住民税額で、住宅借入金等

特別控除等の税額控除は適用しない

等、区で再計算する税額。詳しくは、

お問い合わせください。

【助成金額】月額4万円（現に支払って

いる保育料が上限）

※多子世帯やひとり親世帯等のう

ち、一定の要件を満たした世帯には、

月額保育料の全額（入園料、延長保育

料等を除く）を助成します。

【申込み】申請書に必要書類を添付し、

入所月の末日（3月は15日。末日が閉庁

日の場合は翌開庁日。30年4月1日に

在籍の方は5月1日）までに保育指導

課給付係へ郵送（必着）または直接、お

持ちください。申請書は在籍する園・同

係で配付するほか、新宿区ホームペー

ジから取り出せます。

※不備なく必要書類が添付された申

請書が保育指導課給付係に届いた日

の属する月分から助成が適用されま

す。月をさかのぼっての助成はでき

ません。

【助成金の交付】

2～4か月分をまと

めて指定した口座

に振り込みます。

認可外保育施設の保育料助成

桜が咲きました！

高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画

障害者計画、第1期障害児福祉計画・
第5期障害福祉計画

健康づくり行動計画

障害者計画

第5期障害福祉計画

第1期障害児福祉計画・

高齢者保健福祉計画

3月22日(木)から 水辺の桜並木のライトアップを実施しています
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